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日医工がお届けする では、
調剤報酬の全点数 について詳細な解説資料をご用意しております

Stu-GE  調剤報酬全点数

調剤報酬点数表からご確認頂けます

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/information/598?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20210401-1123
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服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されてい
るとき、その種類に関わらず服用時ごとに一包として患者に投与すること。
錠剤等は直接被包から取り出した後行うものである。

点数

一包化加算
42日分以下（7又はその端数を増すごとに）

処方箋受付1回につき1回算定
34点

43日分以上（投与日数に関わらず） 240点

01-1注3 一包化加算

服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤

1剤（服用時点が同一）で3種類以上の内服用固形剤

1日2回
朝・夕食後

1日3回
朝・昼・夕食後

1日1回
朝食後

服用時点毎に一包化

被包から取り出す

・飲み忘れ防止
・飲み誤り防止

被包から取り出す
ことが困難

医師の了解
飲み忘れが増えてきたので
対応したほうがよさそう…

一包化の必要性を
認める

調剤録に記載
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患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にするため

錠剤と散剤を別々に一包化

朝食後

臨時の投薬に係る内服用固形剤と
それ以外を別々に一包化

但し、処方箋受付1回
につき1回に限り算定

56日分の処方箋で、
初回28日分を調剤、2回目も28日分調剤した場合

1回目 × ＝

2回目 － ＝

➀ 34点 ② ４ ③ 136点

➀42日分以下（7又はその端数を増すごと）に算定
する点数

②28日分調剤した際に乗じる回数（28日÷７日）
③1回目の調剤から算定した日数に対応する点数
④43日以上（投与日数に関わらず）に算定する点数
⑤前回までに請求した点数
⑥2回目に算定する点数④ 240点 ⑤ 136点 ⑥ 104点

・「自家製剤加算」
・「計量混合調剤加算」

本資料は、2021年3月5日迄の情報に基づき、日医工(株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

算定要件
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算定可

一包化加算を算定した範囲の
薬剤について

算定不可

長期保存困難、後発医薬品のお試し調剤の
ための分割調剤をした際の算定方法
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【平成14年4月11日】（問1）
一包化加算の算定要件における「投与日数が7」とは、服用時点に関係なく、実際に調剤された日数であり、
隔日投与の場合であっても実際に一包化した調剤日数分となる。

主な疑義解釈➀

本資料は、2021年3月5日迄の情報に基づき、日医工(株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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【平成14年4月11日】（問3）
【Q】嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下の
ような服用時点の重複のない２つの処方について、処方箋の指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、
服用時点ごとに一包化した場合、処方１で一包化加算、処方２で嚥下困難者用製剤加算を算定することは
可能か。
処方１ Ａ錠、Ｂ錠、Ｃ錠 １日３回毎食後 × 14日分
処方２ Ｄ錠、Ｅ錠、Ｆ錠 １日１回就寝前 × 14日分

【A】算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方箋中のすべての内服薬について一包化又
は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方箋受付１回につき１回の算定
としている。したがって、２つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、１枚の処方箋について、一包
化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
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主な疑義解釈②

本資料は、2021年3月5日迄の情報に基づき、日医工(株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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【平成22年4月30日】（問2）
【Q】一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされて
いるが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること（例
えば、以下の処方において、処方１又は処方２で一包化加算、処方３で計量混合調剤加算を算定するこ
と）は可能か。
処方１ Ａ錠、Ｂ錠 １日３回毎食後 × 14日分
処方２ Ｃ錠、Ｄ錠 １日２回朝夕食後 × 14日分
処方３ Ｅ散、Ｆ散 １日１回就寝前 × 14日分

【A】算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として１調剤行為に対して算定することとしている。質問の例
においては、処方１と処方２で一包化加算の算 定要件を満たしており、処方１又は処方２のいずれかで一包
化加算を算定することになるが、処方３は、一包化加算の算定対象となる処方１及び処方２のい ずれとも服
用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方３について計量混合調剤加算の算定
が可能である。
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【平成27年2月3日】（問2）
【Q】一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場
合（例えば0.5mg錠と1mg錠）は１種類として取り扱う

主な疑義解釈③

本資料は、2021年3月5日迄の情報に基づき、日医工(株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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【平成27年2月3日】（問1）
処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包（PTPシート）から取り出すことがで
きない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分
が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できる。この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調
剤録等に記録しておくことが望ましい。
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会員登録は、無 料
いますぐ、会員登録サイトで登録を！！

日医工がお届けする は、
医療従事者の方のための医療行政情報サイトです。

会員特典１

会員特典２

スマートフォンで簡単登録

資料の先行公開

更新情報をメールでお知らせ

ご覧頂ける、テーマ別情報一覧
・診療報酬改定関連の速報情報
・診療報酬点数の施設基準や算定要件の情報
・調剤報酬全点数情報
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の施設基準
・ DPC/PDPS関連 新規薬価収載に係る包括評価対象外薬剤一覧

DPC公開データを用いた各種医療圏分析
・その他医療制度に関する情報

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/registrations/index?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20210401-1123
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